
No. 質問事項 回答事項

1

「スタンプラリーシステムはWEBブラウザの
みで参加できるものを使用する」という要件
は、スタンプラリーシステムはアプリを併設
していても、WEBブラウザのみの仕様にす
ることで満たしているという認識でよろしい
でしょうか。（仕様書５（１）ニ関係）

御認識のとおりです。アプリとWEBブラウザが併
用可能なシステムの場合は、WEBブラウザのみ
で参加できる仕様としてください。

2

株式会社ポケモンおよび任天堂株式会社
からのイラストデータ（ラプラス等）などの素
材支給は予定されているのでしょうか。そ
れとも受託者が新規に企画・制作する必要
があるのでしょうか。(仕様書５（１）ホ関係）

イラストデータ等の素材は、発注者が受託者に
貸し出します。受託者は、それを用いて制作した
ものについて、発注者の確認を経て使用できる
ものとします。
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